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附
則
様
式
第
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
様
式
第
６
（
附
則
第
４
条
関
係
）

【
書
類
名
】
重
複
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
存
続
期
間
更
新
登
録
願

（【
整
理
番
号
】）

（【
提
出
日
】

平
成
年
月
日
）

【
あ
て
先
】

特
許
庁
長
官

殿
【
商
標
登
録
の
登
録
番
号
】

【
更
新
登
録
出
願
人
】

（【
識
別
番
号
】）

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

（【
国
籍
】）

【
代
理
人
】

（【
識
別
番
号
】）

【
住
所
又
は
居
所
】

【
氏
名
又
は
名
称
】

（【
手
数
料
の
表
示
】）

（【
予
納
台
帳
番
号
】）

（【
納
付
金
額
】）

（【
提
出
物
件
の
目
録
】）

〔
備
考
〕

１
特
許
印
紙
を
は
る
と
き
は
、
そ
の
下
に
そ
の
額
を
括
弧
を
し
て
記
載
す
る
。
商
標
法
第
76条
第
６
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
、
現
金
に
よ
り
手
数
料
を
納
付
し
た
と
き
は
、「（【

手
数
料
の
表
示
】）」

の
欄
の
「（【
予
納
台
帳

番
号
】）」
を
「【
納
付
書
番
号
】」
と
し
、
納
付
書
番
号
を
記
載
し
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
処
理
す
る

場
合
に
お
け
る
歳
入
関
係
事
務
の
取
扱
い
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
52年
大
蔵
省
令
第
43号
。
以
下
「
歳
入

関
係
事
務
特
例
省
令
」
と
い
う
。）別
紙
第
２
号
の
２
書
式
の
納
付
済
証
（
特
許
庁
提
出
用
）を
別
の
用
紙
に
は
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、「（【

納
付
金
額
】）」
の
欄
は
設
け
る
に
は
及
ば
な
い
。

２
「【
氏
名
又
は
名
称
】」
は
、
自
然
人
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
を
記
載
し
、
そ
の
横
に
印
を
押
す
。
法
人
に
あ
つ
て

は
、
名
称
を
記
載
し
、「【

氏
名
又
は
名
称
】」
の
次
に
「【
代
表
者
】」
の
欄
を
設
け
て
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記

載
し
、
そ
の
横
に
代
表
者
の
印
を
押
す
。

３
代
理
人
に
よ
る
と
き
は
、
本
人
の
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル
（
本
人
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、「【

代
表
者
】」

の
欄
並
び
に
印
及
び
識
別
ラ
ベ
ル
）
は
不
要
と
し
、
代
理
人
に
よ
ら
な
い
と
き
は
、「【

代
理
人
】」
の
欄
は
設
け

る
に
は
及
ば
な
い
。

４
そ
の
他
は
、
附
則
様
式
第
３
の
備
考
１
か
ら
４
ま
で
、
６
か
ら
８
ま
で
、
11及
び
12と
同
様
と
す
る
。

（
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
又
は
商
標
法
施
行
規
則
」
を
「
、
商
標
法
施
行
規
則
」
に
改
め
、「
第
十
三
号
）」の
下
に「
又

は
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四

号
）」を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
第
四
号
中
「
又
は
防
護
標
章
登
録
出
願
」
を
「
、
防
護
標
章
登
録
」に
改
め
、「
更
新
登
録
の
出
願
」

の
下
に
「
又
は
重
複
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
四
号
中
「
又
は
防
護
標
章
登
録
」
を
「
、
防
護
標
章
登
録
」
に
改
め
、「
更
新
登
録
の
出
願
」の
下
に「
又

は
重
複
登
録
商
標
に
係
る
商
標
権
の
存
続
期
間
の
更
新
登
録
の
出
願
」
を
加
え
、
同
条
第
五
十
号
及
び
第
五
十
一
号

中
「
調
整
」
を
「
調
製
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
四
第
八
号
中
「
及
び
第
六
十
八
条
第
二
項
」
を
「
、
第
六
十
八
条
第
二
項
及
び
平
成
八
年
改
正
商

標
法
附
則
第
十
二
条
」
に
、「
同
法
第
十
五
条
の
三
」
を
「
商
標
法
第
十
五
条
の
三
」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
二
中
「様

式
第
32（
第
19条
及
び
第
22条
関
係

）」を
「様

式
第
32（
第
19条
及
び
第
21条
関
係

）」に

改
め
る
。

（
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商

産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
六

十
五
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
登
録
料
」
を
「
、
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は

第
二
項
若
し
く
は
商
標
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の

登
録
料
、
同
項
の
割
増
登
録
料
又
は
同
法
附
則
第
十
九
条
の
手
数
料
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
第
八
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下

「
新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
五
条
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
四
項
、
第
三
十
条
第
一
号

及
び
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
二
項
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
、
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一

項
、
第
五
十
三
条
の
二
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
五
条
の
二
、
第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
の
二
、
第

七
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用

し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
国
際
出
願
法
施
行
規
則
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
第
八
十
条
第
二
号
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
す
る
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
国
際
予
備
審
査
の
請
求
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）の
施
行
前
に
し
た
実
用
新
案
登
録
出
願（
同

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
新
実
用
新
案
登
録
出
願
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
新
国
際
出
願
法
施
行

規
則
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
手
数
料
を
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
当

該
手
数
料
の
額
及
び
そ
れ
ら
の
手
数
料
の
納
付
の
補
正
並
び
に
手
数
料
の
一
部
返
還
に
つ
い
て
は
、
新
国
際
出
願
法

施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
二
、
第
三
十
六
条
の
二
及
び
第
八
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
新
案
法
施
行
規
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す

る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
四
条

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続

に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令

の
施
行
前
に
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
第
七
条
第
三
項
」
を
「
第
七
条
第
三
項
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「
第
七
条
第
三
項
」

の
下
に
「
又
は
第
十
五
条
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
り
」

を
削
る
。

様
式
第
二
十
九
中
「２

出
願
人
（
代
表
者
）

氏
名

†
あ
て
名

国
籍

住
所

」
を
「２

出
願
人
（
代
表
者
）

氏
名
（
名
称
）

あ
て
名

国
籍

住
所

†

」

に
改
め
る
。

（
実
用
新
案
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

実
用
新
案
登
録
出
願
の
表
示

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
二
十
一
」
の
下
に
「
、
商
標
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八

年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
九
号
）
附
則
様
式
第
六
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
四
項
中
「
又
は
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
又
は
商
標
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
六
十
八
号
）附
則
第
十
五
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。
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